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原子力防災対策に関する申し入れ（案） 

関西広域連合では、関西電力高浜発電所３･４号機の再稼働や同１･２号機の運転期間延

長に向けた動きが進む中、昨年１２月２５日、国に対し、これらに関する課題について、

申し入れを行った（以下、「前回申し入れ」という。）。 

 その後、３･４号機に関し原子力規制委員会において審査書がとりまとめられ、３月２７

日の広域連合委員会において、原子力規制庁からこれに関する説明を聴取した。また、昨

日、原子力災害対策指針の改定が行われたが、実測値のみに基づく防護措置の実施、ＵＰ

Ｚ圏外の地域における防護措置のあり方等について、懸念の残る内容となった。 

 前回申し入れのうち、十分な対応が図られていない部分もあり、加えて、新たな課題も

生じている。 

ついては、下記の事項について、国において早急に対応されることを求める。 

なお、これらが実行されないとすれば、高浜発電所の再稼働を容認できる環境にはない。 

記 

１ ＰＡＺ、ＵＰＺの区域を含む周辺自治体と事業者との安全協定について、事業者に対

し、立地自治体並みの内容とし、早急に締結するよう指導すること。また、安全協定に

よらずとも、自治体が国や事業者と平時から情報連絡や意見交換を行い、安全確保につ

いて提言できる仕組みを構築すること。 

２ 原子力発電所の再稼働は、どのような判断基準でどこがどのような手順で認めるのか、

リスクに関する責任は誰がどのように負うのか等、国の責任体制を明確にすること。こ

のため、必要な法的枠組みを整備すること。そのなかで同意を求める範囲等、立地自治

体及びＰＡＺ、ＵＰＺ区域を含む周辺自治体の位置づけを明らかにすること。 

３ 上記２点並びにＳＰＥＥＤＩ等の予測を活用した避難やＵＰＺ圏外の地域における防

護措置のあり方、避難対策の実効性確保等、これまで関西広域連合が主張してきた点に

ついて明確な根拠をもって説明されたい。 
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＜参考＞防護措置の実施の流れ
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福島第一原子力発電所事故の教
訓を踏まえた防護措置とSPEEDI
の活用について
2015年3月4日
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【資料４】 原子力災害対策指針（2015 年 4 月 22 日全部改正）より 



高原第 3 号

平成27年4月16日 4.平成26年12月25日の関西広域連合における原子力防災対策に関する

申し入れについて、高島市も同じ考えであることを表明してください。

【回答】

関西広域連合の申し入れの前文に記載されている「これらが実行されない

とすれば再稼働を容認できる環境にない」という部分については、市は再稼

働については、国の責任において判断されるべきものとしており、再稼働の

容認を判断する立場にはないと考えております。

避難計画を案ずる関西連絡会御中

l褒譲:l
高島市長 福井正晴imr

1阪、よれ二F 釦

高浜原発再稼働に関する住民説明会の具体化に係る要望に対する回答につ

いて

平素は、本市防災行政にご協力を賜りありがとうございます。

平成27年 4月 2日にご要望いただきましたことにつきまして、下記のとおり回

答させていただきます。

記

1.高浜原発3・4号の安全性や避難計画の問題に関し、原子力規制委員会によ

る住民への説明会の開催を具体化してください。

【回答】

高浜原発3・4号の再稼働に際しての、その安全性等に関する説明は、園、

事業者および原子力規制委員会の判断で対応されるものと考えております。

2.高浜原発から 30km圏の滋賀県、京都府の市町議員に対するアンケート結

果を踏まえ、高浜原発3・4号の再稼働にあたっては高島市の同意も必要と

表明してください。

【回答】

原発再稼働に対し、法的な同意は必要とされておらず、高浜原発3・4号

再稼働につきましでも、最終的に国の責任において判断されるものと考えて

おります。

なお、高浜原発の安全協定が現在も未締結であることから、滋賀県と連携

し、関西電力（株）に対して協定の締結を求めてまいりたいと考えております。

3.高浜原発3・4号は、汚染水対策がないに等しいなど安全性に多くの問題が

あります。最終避難所が未確定であるなど広域避難計画の策定も進んでいま

せん。このような状況で、高浜原発3・4号の再稼働は容認できないと表明

してください。

【回答】

県外への広域避難として大阪府が提供する避難先につきましては、拠点避

難所まで確定しております。今後は、最終避難先施設が確定するよう、滋賀

県等を通して要望してまいります。

なお、大阪府・大阪市・滋賀県・高島市による4者協議の開催につきまし

でも働きかけていきたいと考えております。

（問い合わせ先）

高島市政策部総合防災局原子力防災対策室

TEL : 0740-25-8133 FAX: 0740-25-8102 

E-mail : bousai@ci ty. takashima. Jg. jp 

原子力災害に係る広域避難ガイドライン(関西広域連合広域防災局 2014.3)より
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